
災
害
対
策
基
本
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
対
す
る
附
帯
決
議

平

成

二

十

四

年

六

月

二

十

日

参
議
院
災
害
対
策
特
別
委
員
会

政
府
は
、
本
法
の
施
行
に
当
た
り
、
次
の
諸
点
に
つ
い
て
適
切
な
措
置
を
講
じ
、
そ
の
運
用
に
遺
憾
な
き
を
期
す
べ
き
で
あ

る
。

一

過
去
の
災
害
か
ら
の
教
訓
の
伝
承
及
び
防
災
に
関
す
る
教
育
の
実
施
に
つ
い
て
は
、
多
様
な
主
体
に
よ
る
取
組
を
推
進
す

る
た
め
、
国
に
よ
る
財
政
上
の
措
置
を
含
め
、
可
能
な
限
り
の
支
援
を
行
う
こ
と
。
特
に
学
校
教
育
に
お
い
て
は
、
災
害
発

生
時
に
児
童
・
生
徒
が
自
ら
適
切
な
行
動
を
取
れ
る
よ
う
、
自
然
災
害
、
避
難
等
に
関
す
る
正
し
い
知
識
の
習
得
や
訓
練
の

実
施
等
に
関
し
配
慮
す
る
こ
と
。

二

地
理
空
間
情
報
の
活
用
に
つ
い
て
は
、
都
道
府
県
及
び
市
町
村
が
十
分
に
活
用
で
き
る
も
の
と
す
る
た
め
、
情
報
の
内
容
、

共
有
、
利
用
方
法
等
に
留
意
し
て
シ
ス
テ
ム
を
構
築
す
る
な
ど
、
真
に
災
害
対
策
に
有
用
な
、
実
効
性
の
あ
る
も
の
と
す
る

と
と
も
に
、
Ｎ
Ｐ
Ｏ
や
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
な
ど
、
災
害
に
関
与
す
る
団
体
及
び
個
人
を
含
め
、
広
く
国
民
に
対
す
る
情
報
提
供

に
も
活
用
す
る
こ
と
。



三

地
方
公
共
団
体
の
対
応
能
力
を
超
え
る
よ
う
な
大
規
模
災
害
時
に
お
い
て
、
内
閣
総
理
大
臣
に
よ
る
応
援
要
求
等
被
災
地

に
対
し
て
的
確
な
災
害
応
急
対
策
を
実
施
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
関
係
省
庁
の
情
報
収
集
体
制
の
整
備
を
図
る
と
と
も

に
、
内
閣
の
情
報
集
約
機
能
の
強
化
を
図
る
こ
と
。

四

応
援
の
要
求
、
広
域
一
時
滞
在
、
物
資
・
資
材
の
供
給
な
ど
、
国
及
び
都
道
府
県
に
よ
る
関
与
が
充
実
強
化
さ
れ
た
も
の

に
つ
い
て
は
、
適
時
適
切
な
応
援
、
被
災
住
民
の
受
入
れ
及
び
物
資
等
の
供
給
が
な
さ
れ
る
よ
う
、
そ
の
仕
組
み
を
十
全
に

機
能
さ
せ
る
こ
と
。
ま
た
、
広
域
的
な
災
害
応
急
対
策
等
の
応
援
等
の
実
効
性
を
高
め
る
た
め
、
知
事
会
、
市
長
会
や
町
村

会
と
の
連
携
を
進
め
る
こ
と
。

五

円
滑
な
応
援
の
受
入
れ
及
び
他
者
へ
の
応
援
に
つ
い
て
は
、
災
害
発
生
時
の
初
動
対
応
に
お
い
て
極
め
て
重
要
で
あ
る
こ

と
か
ら
、
都
道
府
県
及
び
市
町
村
に
よ
る
広
域
的
な
協
定
の
締
結
、
訓
練
の
実
施
等
が
促
進
さ
れ
る
よ
う
、
国
と
し
て
も
積

極
的
に
取
り
組
む
こ
と
。

六

救
援
物
資
等
を
被
災
地
に
確
実
に
供
給
す
る
た
め
に
は
、
現
在
の
国
及
び
地
方
の
指
定
公
共
機
関
で
あ
る
運
送
事
業
者
だ

け
で
は
運
送
の
対
象
と
な
る
物
資
が
限
定
さ
れ
る
な
ど
、
不
十
分
な
こ
と
が
懸
念
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
陸
上
の
み
な
ら
ず
海

・
空
に
わ
た
る
輸
送
に
関
す
る
事
業
者
の
指
定
の
在
り
方
に
つ
い
て
検
討
す
る
こ
と
。
さ
ら
に
、
国
及
び
地
方
の
指
定
公
共



機
関
に
つ
い
て
は
、
今
後
の
防
災
対
策
推
進
検
討
会
議
に
お
け
る
検
討
等
も
踏
ま
え
、
医
療
機
関
等
も
含
め
指
定
公
共
機
関

の
更
な
る
拡
充
に
つ
い
て
検
討
す
る
こ
と
。

七

国
、
都
道
府
県
及
び
市
町
村
の
防
災
会
議
の
委
員
の
任
命
に
つ
い
て
は
、
女
性
、
障
が
い
者
、
高
齢
者
な
ど
、
社
会
及
び

地
域
の
実
情
に
応
じ
て
多
様
な
主
体
の
参
画
が
確
保
さ
れ
る
よ
う
、
今
後
と
も
制
度
及
び
運
用
の
改
善
に
努
め
る
こ
と
。

八

今
回
の
改
正
で
は
、
災
害
応
急
対
策
責
任
者
や
災
害
予
防
責
任
者
な
ど
、
国
や
地
方
の
公
的
立
場
に
あ
る
者
の
役
割
が
強

化
さ
れ
た
が
、
東
日
本
大
震
災
で
は
、
Ｎ
Ｐ
Ｏ
や
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
な
ど
が
大
き
な
役
割
を
果
た
し
た
こ
と
か
ら
、
災
害
の
予

防
、
災
害
か
ら
の
復
旧
及
び
復
興
な
ど
、
災
害
全
般
に
お
い
て
か
か
る
主
体
の
果
た
す
役
割
に
つ
い
て
も
、
引
き
続
き
検
討

を
進
め
る
こ
と
。

九

こ
れ
か
ら
の
災
害
対
策
基
本
法
改
正
に
向
け
て
、
避
難
や
減
災
な
ど
災
害
に
対
す
る
基
本
的
考
え
方
を
は
じ
め
、
防
災
会

議
や
災
害
対
策
本
部
な
ど
組
織
・
権
限
の
在
り
方
、
大
規
模
災
害
発
生
時
の
災
害
緊
急
事
態
の
布
告
の
内
容
や
そ
の
手
続
、

さ
ら
に
災
害
か
ら
の
復
興
の
進
め
方
に
至
る
ま
で
、
現
行
法
の
あ
ら
ゆ
る
問
題
点
に
つ
い
て
迅
速
に
検
討
を
進
め
、
必
要
な

法
案
を
策
定
し
、
提
出
す
る
こ
と
。

右
決
議
す
る
。


